
(単位:億円)

区　分 機関数 破産更生債権及び 危険債権 要管理債権 小　　計 正常債権 合  計

これらに準ずる債権

都市銀行 9 24,850 69,000 29,240 123,090 2,517,280 2,640,370

(9) (22,830) (71,790) (29,800) (124,420) (2,561,880) (2,686,300)

長期信用銀行 3 11,940 11,290 17,280 40,510 332,500 373,010

(2) (8,190) (14,040) (16,620) (38,850) (301,660) (340,510)

信託銀行 6 9,060 17,660 8,530 35,250 425,640 460,890

(7) (9,780) (22,570) (7,960) (40,310) (435,550) (475,860)

主要行計 18 45,850 97,950 55,050 198,850 3,275,420 3,474,270

(18) (40,800) (108,400) (54,380) (203,580) (3,299,090) (3,502,670)

地方銀行協会加盟行 64 28,720 39,740 26,810 95,270 1,298,530 1,393,800

(64) (25,240) (39,140) (17,310) (81,690) (1,308,210) (1,389,900)

第二地方銀行協会加盟行 54 11,900 14,900 8,060 34,860 415,500 450,360

(55) (11,820) (14,940) (6,020) (32,780) (435,890) (468,670)

地域銀行計 118 40,620 54,640 34,870 130,130 1,714,030 1,844,160

(119) (37,060) (54,080) (23,330) (114,470) (1,744,100) (1,858,570)

全国銀行計 136 86,470 152,590 89,920 328,980 4,989,450 5,318,430

(137) (77,860) (162,480) (77,710) (318,050) (5,043,190) (5,361,240)

（注１）計数は、億円を四捨五入し、１０億円単位にまとめた。
（注２）幸福、東京相和、なみはや、新潟中央の各行を除く。
（注３）下段の括弧書きの計数は、平成１2年３月期のもの（日本債券信用、国民、幸福、東京相和、なみはや、新潟中央の各行を除いた計数）である。

（表２の参考計表）　金融再生法に基づく資産査定等報告書の集計結果（平成１２年９月期）


